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一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会定款施行細則 

 

Ⅰ．総 会 規 程 

 

第 1 条 当法人の総会運営は、定款及びこの規程に定めるところによる。 

第 2 条 司会者は、会長が指名し、議長決定までの会議の責任を持つものとする。 

第 3 条 司会者は、仮議長となって、出場正会員の中から議長を選出する。議長は、1 名、

又は 2 名とする。 

第 4 条 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営と進行に責任を持つ。 

第 5 条 正会員が、絵会に出席できず書面表決もできない場合は、委任状をもって議長に

表決を委任することができる。 

第 6 条 議長は、会議の議事を記録するため、書記 1 名、又は 2 名を任命しなければなら

ない。 

第 7 条 議長は、会議の成立を宣言する。但し、出席者が定員に満たないときは、休憩、

又は散会、あるいは延会を宣言する。 

弟 8 条 会議で発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。議長

から指名を受けたときは、発言に先立ち所属、氏名を明確にし発言しなければなら

ない。 

第 9 条 総会に議案を提案する場合は、次の各号によらなければならない。 

（1）提案要項を印刷し、総会 3 日前までに事務局長に送付する。 

（2）修正動議は、あらかじめ文書を印刷し事務局長を通じ議長に提出しなければなら 

ない。 

（3）緊急の事情により、総会当日提案する場合は、その事由と要旨を議長に届けなけ

ればならない。 

（4）予算を伴うものについては、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書を添

えなければならない。 

第 10 条 採決を行うとき、議長は、その表決に付する議題を宣言しなければならない。 

第 11 条 採決の順序は、議長がこれを決め、原案に最も遠い修正案より採決する。修正案 

が全て否定されたときは、原案について採決しなければならない。 

第 12 条 採決の方法は、次の各号のひとつとする。 

（1）拍手 

（2）挙手 

（3）起立 

（4）無記名投票 

第 13 条 表決を行った場合、議長は、その結果を宣言する。 

第 14 条 議長は、この規程に違反、又は議長の指示に従わない者を、発言の停止、あるい
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は退場させることができる。 

第 15 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付        則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

 

 

Ⅱ．理事及び監事の選挙規程 

 

第 1 条 理事及び監事の選任は、この規程に基づく選挙によって行う。 

第 2 条 理事及び監事を選任するために、選挙管理委員会を設ける。 

第 3 条 選挙管理委員は、委員長 1 名と委員若干名より構成する。 

   2 会長は、正会員の中から委員長及び委員若干名を任命する。 

   3 役員及びその選挙の候補者は、選挙管理委員になることはできない。 

第 4 条 選挙管理委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結の時までとし、委員に欠員が生じた場合は、選挙管理委

員長が正会員より任命し補充する。その任期は、前任者の残任期間とする。 

第 5 条 委員長は、選挙管理委員会を代表し、選挙に関する業務を統括する。 

   2 委員は、選挙管理委員会の業務を執行する。 

第 6 条 選挙管理委員会は、次の業務を執行する。 

  （1）選挙の公示 

  （2）候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の告示 

  （3）投票及び開票の管理と当選の確認 

  （4）選挙の結果報告 

  （5）その他、選挙に必要な事項 

第 7 条 候補者は、立候補、又は推薦とし選挙管理委員会に届け出なければならない。な 

お、推薦人は正会員または名誉会員に限る。また、推薦届の場合には本人の同意を 

必要とする。 

第 8 条 告示は、選挙の 30 日前とする。 

第 9 条 立候補、推薦候補の届出期間は、選挙の告示後 7 日間とする。 

第 10 条 投票は、郵便投票により行う。 

第 11 条 選挙管理委員会は、選挙に関する書類を選挙の 7 日前までに正会員に送付する。 

第 12 条 選挙は、候補者について無記名投票により行い連記制とする。 

   2 理事 最大 17 名 投票数は 7 名以上 17 名以内に○を付ける。 

監事 2 名 投票数は 1 名で 上位 2 名を選出する。 

第 13 条 選挙の投票は、選挙管理委員会から送付された投票用紙により行い、選挙の期日 

までに選挙管理委員会に送付する。 
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第 14 条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高得票順に定める。 

第 15 条 候補者が定数を越えないときは、無投票で当選者を定めることができる。 

第 16 条 選挙の結果は、速やかに正会貝に報告しなければならない。 

第 17 条 選挙権及び被選挙権は正会員に限る。 

第 18 条 この規程は、総会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

この規定の第 12 条 2 項は、２０１６年６月５日追加した。 

この規定の第 12 条 2 項は、２０２３年８月２７日改正した。 

 

 

Ⅲ．入会金及び会費規程 

 

第 1 条 定款第９条による正会員の当法人の会費は、入会金 1,000 円、年会費 5,000 円と

する。 

  2 他都道府県臨床工学技士会の会員が当法人の正会員になった場合、当該年会費が前

所属臨床工学技士会に納付済みの場合は、当法人の入会金のみとする。 

  3 育成会員の会費は、入会金 1,000 円、年会費を 1,000 円とする。 

  4 賛助会員の年会費は、個人会員 一口、10,000 円、団体会員 一口、30,000 円とす

る。但し、入会金は免除する。団体会員の年会費には、支払った年度分の会報誌掲載

用広告費を含むものとする。 

  5 入会金及び会費は、事務局へ納入する。 

  6 退会しようとする者は、当該年度までの年会費を納入しなければならない。 

第 2 条 会費の納入期は、次の通りとする。 

（1）入会者は、入会手続きと同時に入会金、及びその年度の会費を納入するものとする。 

（2）正会員、育成会員、及び賛助会員は年度開始前にその年度の会費を納入するものと

する。 

第 3 条 この規程は、総会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

この規定の第 1 条 3 項及び 4 項、第 2 条（2）は、２０２３年８月２７日改正した。 

  ※ なお、準会員であった個人会員は、区分の削除に伴い賛助会員の個人会員区分へ 

移行するものとする。 
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Ⅳ．会員の権能に関する規程 

 

第 1 条 定款第 7 条に基づき、会員の権能を次のごとく定める。 

第 2 条 正会員は、次の権能をもつ。 

（1）総会に出席し議決権を有する。 

（2）役員の選挙権、被選挙権を有する。但し、当法人の会長を退任した者は理事及び監 

事に立候補する事ができない。 

（3）当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。 

（4）その他当法人の事業に参加する権利を有する。 

第 3 条 育成会員は、次の権能をもつ。 

（1）総会に出席し発言権は有するが、議決権は有しない。 

（2）当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。 

（3）その他当法人の事業に参加する権利を有する。 

第 4 条 賛助会員は、次の権能をもつ。 

（1）総会に出席する権利は有するが、発言権ならびに議決権は有しない。 

（2）当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。 

（3）当法人が、主催、共催する展示会への出展と当法人の発行する刊行物への広告を優 

先的に掲載する権利を有する。 

（4）その他当法人の事業に参加する権利を有する。 

第 5 条 名誉会員は、次の権能をもつ。 

（1）当法人に対して、助言を与える権利を有する。 

（2）総会及び理事会に出席し発言権は有するが、議決権は有しない。 

（3）当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。 

（4）その他当法人の事業に参加する権利を有する。 

（5）名誉会員のうち当法人の会長職経験者については、理事会の推薦に基づき、総会の

承認を経て、名誉会長になることができる。 

第 6 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

この規定の第 2 条（2）は、２０１７年６月４日改正した。 

この規定の第 3 条 1 項は、２０２３年８月２７日改正した。 

 

 

Ⅴ．事務局規程 
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第 1 条 この規程は、当法人の事務を円滑に処理することを目的とする。 

第 2 条 事務局には、理事会の同意を得た所要の職員をおくことができる。 

第 3 条 会長は、会計を担当する理事（財務担当理事）を任命する。但し、事務局長は財務

担当理事を兼ねることができる。 

2 財務担当理事は、会計責任者とする。 

  3 会計責任者は、会計の出納に関しその一部について補助者を命じて行わせることが

できる。 

第 4 条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（1）定款 

（2）会員名簿及び会員の異動に関する書類 

（3）理事、監事及び職員の名簿及び履歴書 

（4）許可、認可等及び登記に関する書類 

（5）定款に定める機関の議事に関する書類 

（6）収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

（7）資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 

（8）その他必要な帳簿及び書類 

第 5 条 前条の帳簿及び書類は、永久保存としなければならない。但し、会計に関する書類

の保存期間は 10 年とする。 

第 6 条 この規程で定められていない必要事項は、理事会の議決によるものとする。 

第 7 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

 

 

Ⅵ．出張旅費規程 

 

第 1 条 会長は、会務のため関係役員に出張を命ずることができる。 

第 2 条 前条により出張する場合は、次の旅費を支給する。 

    交通費 公共交通機関を使用した場合の金額（付随する特急料金等は、実費支給） 

    日 当 3,000 円 

    宿泊料 10,000 円 

    但し、出張距離によっては航空機の使用を許可することもある。 

第 3 条 日当（食事代を含む）は出張日数、宿泊料は宿泊日数に応じてこれを支給する。但 

し、鉄道及び船舶内における宿泊は、宿泊料を支給しない。 

第 4 条 宿泊料は、サービス料及び税金を含む。 

第 5 条 日当は、昼食代及び車中食事代その他の支弁に当てる。 
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第 6 条 日帰り出張は、交通費及び日当を支給する。 

第 7 条 本会以外から交通費あるいは経費が全額、又は一部が支給されるときは、本会より

の支給は、その差額分とする。 

第 8 条 本会の理事会及び行事の開催に当たっての出張は、交通費のみを支給する。但し、

交通費は別表１の支給額とする。必要により食事代の実費を支給する。 

第 9 条 国外出張の場合は、理事会の決定による。 

第 10 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

別表１  
交通機関 支給金

額 鉄道運賃 実費 

路線バス 実費 

タクシー 実費 

自家用車 １km 当たり４０円 

有料道路通行料 実費（領収証必要） 
 その他 上記に該当しない交通機関については、その都度理事会が決定する 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

この規定の第 2 条は、２０１５年１１月１日改正した。 

この規定の第 8 条は、２０１５年１１月１日改正した。 

別表１は、２０１５年１１月１日追加した。 

 

 

Ⅶ．講師等謝礼規程 

 

第 1 条 当法人の事業に関し講師等を依頼するときは、この規程に基づき謝礼を支給するこ

とができる。 

第 2 条 講師及び招請演者、招請座長を以下講師と称する。 

第 3 条 講師謝礼の種別は、次の 4 種とする。 

（1）講演料 

（2）会誌掲載のための原稿料 

（3）宿泊費 

（4）交通費 

第 4 条 前 2 条に基づき講師謝礼額の上限を下表に示す。 

     講演料 ￥50,000（１時間あたり） 

     但し招聘座長については、前払式証票￥3,000（交通費を含む） 
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原稿料 ￥10,000 

宿泊料 ￥10,000  

交通費 実費（但し自家用車使用の場合は出張旅費規定に準ずる） 

2 講師の宿泊費及び交通費については、当法人以外から支給される場合支給しない

ものとする。 

第 5 条 上記講師については、謝礼として記念品等を進呈することができる。 

   2 記念品等については理事会にて定める。 

第 6 条 前 4 条に定める講師謝礼額のうち講演料については、理事会の議決をもって、同

条に定める額を超える金額を支給することができる。 

第 7 条 この規程は理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

この規定の第 4 条は、２０１５年１１月１日改正した。 

この規定の第 4 条は、２０１８年３月２２日一部追加改正した。 

 

 

Ⅷ．慶 弔 規 程 

 

第 1 条 この規程は当法人が、会員その他に対する慶祝ならびに弔慰について定める。 

第 2 条 当法人が関係する団体ならびに個人の祝賀行事に招待された場合は、相応の金品

で慶祝する。 

第 3 条 会員及び当法人と密接な関係を有する個人に弔慰する。 

   2 原則として会員には、花輪等を式場に飾り、会長または名代が葬儀に参列し、香

典を霊前に捧げる。（金額は 10,000 円也） 

   3 当法人と密接なる関係を有する個人には、応分の供物をする。 

第 4 条 この規程以外に特別な事情が生じた時は、理事会で決定する。 

第 5 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

 

 

Ⅸ．正・育成会員の休会に関する規程 

 

第 1 条 長期病気療養、育児休暇等の場合は、１年単位で休会を認める。別途定める「休
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会届」を提出し理事会で承認する。但し育児休業については、職場での育児休暇を取

得した場合を原則とする。 

第 2 条 休会期間中の会費の納入を免除する。休会を解除する時、休会期間中の会費納入

は必要としない。 

第 3 条 休会期間中の機関紙等の配布、総会、セミナー、研修会等への参加費は「会員」

扱いとする。 

第 4 条 その他特別な処置を要するときは、別途、理事会で協議する。 

第 5 条 この規程は、理事会の議決を得なければ変更することができない。 

 

付       則 

この規程は、２０１５年１０月１日から施行する。 

この規程の名称は、２０２３年８月２７日改正した。 

 

 

Ⅹ．表 彰 規 程 

 

第 1 条 この規程は、本会の定款第 4 条の事業目的達成に貢献し、本会の発展に寄与し

た者で、本会の表彰及び本会以外が主催する表彰について、個人及び団体を推薦し賞

賛することを目的にこれを定める。 

第 2 条 本規程の表彰は次の通りとする。 

   （1）功労賞 

   （2）感謝状 

第 3 条 種別並びに基準は次の通りとする。 

   （1）功労賞 

 ①本会の発展に顕著な功績があった者 

    ②本会の名声を高揚する研究、発明又は考案を行った者 

 ③特に他の模範となる善行があった個人又は団体 

   （2）感謝状 

 ①本会のため献身的に会務を精励し顕著な功績があった個人又は団体 

    ②本会会員以外で、本会の目的に賛同し本会の発展に寄与した個人又は団体 

第 4 条 表彰の申請は、表彰対象となる者の推薦状を本会会員が理事会に提出し、理事会

にてこれを審査決定するものとする。 

第 5 条 表彰は、毎年定時社員総会または記念式典で行うものとする。ただし、会長が特

に必要があると認めた時は、臨時に行うことができる。 

2 本会以外が主催する表彰については、その団体の規程によるものとする。 

第 6 条 この規程以外に特別な事情が生じた時は、理事会で決定する。 

第 7 条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 
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付       則 

この規程は、２０１８年４月１２日から施行する。 

 

 

Ⅺ．名誉会員推薦規程 

 

（推薦方法） 

第 1 条 定款第７条第１項第４項による名誉会員の推薦規定を次のごとく定める。 

2 名誉会員の推薦は、理事若しくは監事が理事会において審議を依頼すること。 

（推薦条件） 

第 2 条 理事会において以下の推薦条件のうち 3 項目以上を満たす会員を審議する。 

   （1）本会の正会員歴が 25 年以上であること。 

   （2）本会の役員（理事・監事）を 8 期 16 年以上歴任していること。 

   （3）本会の役員（理事・監事）を 5 期 10 年以上歴任し、かつ三役（会長・副会長・

事務局長）を歴任していること。 

   （4）日本臨床工学技士会の理事若しくは代議員を経験していること。 

（5）本会に多大な功績を残し功労に価する業績を残した者であって、理事会におい

て満場一致で名誉会員に推薦された者。 

（審議結果） 

第 3 条 理事会において推薦された者を理事会議事録に記録すること 

（総会提出） 

第 4 条 理事会は、名誉会員に推薦する者を総会に議案提出すること 

 

付       則 

この規程は、２０２０年３月１９日から施行する。 

 

 

Ⅻ．所属施設代表者メーリングリストに関する規程 

 

（目的） 

第 1 条 三重県内の施設で在勤している臨床工学技士を対象として、相互の情報交換（臨

床工学技士や医療、緊急時に関する内容）、共益型三重県臨床工学技士会（以下、

当会）からの連絡、案内、依頼、災害時における安否確認等を行うことを目的とす

る。 

（対象施設） 
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第 2 条 三重県内において臨床工学技士が在勤している所属施設を対象とする。ただし賛

同・協力を得られた施設を対象とする。 

（登録対象者） 

第 3 条 対象施設内において臨床工学技士免許を保有する者２名の登録を基本とする。 

2 １名勤務の場合は、１名の登録とする。 

3 施設内に当会の役員が在籍する場合は、役員を除き登録対象者を人選すること。 

（役員等の登録） 

第 4 条 当会の理事・監事、名誉会員は原則として登録すること。 

ただし登録を望まない場合は、それを阻まないものとする。 

2 当会の役員改選に伴い役員でなくなった者は、登録から削除する。 

（情報登録と個人情報等の取扱い） 

第 5 条 メーリングリストを利用する者は以下の内容を遵守すること。 

（1）当会の組織強化委員会で名簿を管理すること。 

（2）個人情報の名簿は登録施設には保管しないものとする。 

（3）連絡先の登録情報は、氏名、所属、メールアドレスのみとする。 

（4）登録情報を変更する際は、その必要性が発生した時に、その施設からメーリン

グリストにて報告、連絡をすること。 

（5）個人情報、組織情報（施設情報等）が当会やメーリングリスト当事者とは無関

係の場に流出した際は、流出させた本人の責任とする。 

（6）日本臨床工学技士会、中部臨床工学技士会連絡協議会、厚生労働省等からの調

査依頼については当会が本メーリングリストを用いて取りまとめを行い情報提

供するものとする。 

（7）政治的な内容の取扱いは、当会役員がその立場を利用して係わらないこと。 

 

付       則 

この規程は、２０２０年４月１日から施行する。 

 

 

XⅢ．WEB 利用に関する規程 

 

（目的） 

第 1 条 三重県臨床工学技士会の会務遂行の効率化や会員相互の利便性を向上させる上で、

インターネットを利用した WEB 機能の利用推進を図ること。また、災害時や感染症

蔓延時等において WEB を利用することで三重県臨床工学技士会の会務遂行の安全

確保や会務の縮小を最小限に止めることを目的とする。 

（利用範囲） 

第 2 条 三重県臨床工学技士会理事会は、原則として以下において定められた利用範囲を
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遵守すること。ただし、範囲外の利用目的に対しては理事会において承認されたのち

利用を認めること。 

（1）三重県臨床工学技士会ホームページの活用 

（2）理事会や関連団体との会議等 

（3）本会が主催する各種セミナーおよび学術集会や各種調査 

（4）会員の安否確認等 

2 三重県臨床工学技士会が運用する WEB は、営利目的や政治活動目的には利用を

認めない。 

3 関連団体、関連組織が運用する WEB の当会で運用するホームページ上へのリン

クについは、理事会において承認されたのちリンクすること。 

（個人情報の取扱い） 

第 3 条 個人情報保護法に則り、第２条第１項に定めた利用範囲において会務等を遂行す

ること。 

（会務における諸費用） 

第 4 条 三重県臨床工学技士会理事会で認められた以下に挙げる WEB を利用しての会務

遂行については、理事会で認める参加者に対し運用費用を支弁するものとする。 

   （1）本会が主催する理事会や総会 

   （2）本会が主催するセミナーや学術集会 

   （3）関連団体との会議 

   2 参加者に対する通信機器や通信に掛かる費用の支弁は、一律 2,000 円／日とする。 

 

付        則 

この規程は、２０２０年５月１日から施行する。 

 

 

XⅣ．都道府県臨床工学技士会との交流事業に関する規程 

 

（目的） 

第 1 条 三重県外の都道府県臨床工学技士会との交流事業を通じて、会員同士の連携強化

を図り組織力の向上を目指す。また、技士会相互で情報交換を行うことで三重県臨床

工学技士会（以下、当会）の事業運営のさらなる活性化を図ることを目的とする。 

（運営） 

第 2 条 事業部において運営を行うものとする。 

2 理事会において承認された当会正会員を運営に加えることができる。 

3 運営費用については、共催する技士会と費用に関わる負担内容を協議したのち、 

理事会で認める運営費用を支弁するものとする。 

（講師等謝礼） 
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第 3 条 交流事業に関して講師等を依頼するときは、この規程に基づき謝礼を支給する 

   ことができる。 

   2 講師及び招請演者、招請座長を以下講師と称する。 

   3 講師謝礼の種別は、次の 2 種とする。 

（1）講演料 

（2）会誌掲載のための原稿料 

   4 講師謝礼額の上限を下表に示す。 

（1）講演料 ￥30,000 

（2）原稿料 ￥10,000 

   5 講師の宿泊費及び交通費については、共催する技士会双方が負担する。 

   6 上記講師については、謝礼として記念品等を進呈することができる。 

（WEB 利用） 

第 4 条 XⅢ.WEB 利用に関する規程に準ずる。 

2 当会が共催する交流会への利用においても、理事会で承認されたのちに利用を認

めること。 

 

付        則 

この規程は、２０２２年１０月１日から施行する。 

 

 

XⅤ．個人情報保護に関する規程 

 

（目的） 

第 1 条 三重県臨床工学技士会（以下、当会）は、個人情報保護法に準拠し以下の規定を

定め、個人情報の管理や利用を適切に実行することを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 当会における個人情報とは、名前、住所（自宅・勤務先）、生年月日、メールアド

レス、会員番号など特定の個人を識別できる情報をいう。 

（個人情報保護） 

第 3 条 理事・監事・外部委員は、当会及び取引先に関する情報の管理に十分注意を払う

とともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

2 理事・監事・外部委員は、当会の役員または委員を解任するに際して、自らが管

理していた当会および取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しな

ければならない。 

   3 個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の承認により別に定める。 

 

付        則 
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この規程は、２０２３年１０月１９日から施行する。 

 

 

XⅥ．学生表彰規程 

 

（目的） 

第 1 条 本表彰は、将来の臨床工学領域の担い手である学生に対して、一般社団法人共益

型三重県臨床工学技士会会長がその栄誉をたたえ、これからの臨床工学技士および臨

床工学分野の推進に寄与することを目的とする。 

（表彰の時期と方法） 

第 2 条 学位授与式において当会会長より表彰状および記念品を授与する。 

（表彰の対象学生） 

第 3 条 表彰の対象学生は三重県内の養成校に在籍している１名とし、次の各号（1）か

ら（3）のいずれも該当する学生とする。 

加えて、（4）に該当する学生であることが望ましい。 

   （1）当該年度の卒業予定であること。 

   （2）学業成績が優秀であること。 

   （3）地域社会や課外活動での貢献があり、積極性と協調性が備わっていること。 

   （4）三重県内への就職希望である。 

（表彰候補者の推薦） 

第 4 条 推薦については次の通りとする。 

   （1）推薦方法 

     候補者の推薦は、前 3 条の基準に該当する学生のなかから候補学生を推薦するも

のとする。 

   （2）提出書類 

     別紙、推薦用紙 

   （3）受賞学生の選考方法 

     推薦された学生は、一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会の理事会において

審査し、選考のうえ一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会会長が決定する。 

（表彰の事務） 

第 5 条 表彰に関する事務については事務局が行う。 

 

付        則 

この規程は、２０２４年３月２２日から施行する。 

 


